
沼田市保健福祉センター沼田市保健福祉センター

10月から10月から会議室などを貸し出します会議室などを貸し出します

利用可能日時　12月 29日から翌年１月３日までを

除く、平日の午前９時～午後９時

※休館日は原則土・日曜日、祝日、年末年始

申込方法　使用日の３カ月前から３日前までに、

所定の申請書に料金を添えて、保健福祉センター管

理室へ申し込みください（申請書は同センター管理

室にあります。市ＨＰからもダウンロード可）

使用の制限　次の該当する場合は使用できません

○公の秩序または善良な風俗を害する恐れがある

と認められる場合

○センターの施設を損傷する恐れがあると認めら

れる場合

○もっぱら営利を目的とするものであると認めら

れる場合

○政治的活動または宗教的活動に使用する恐れが

あると認められる場合

○沼田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴

力団員等が使用する恐れがあると認められる場合

○保健福祉センター設置の目的に即さないと認め

られる場合

問合せ　利用申請・利用状況などは保健福祉センター管理室☎２２－１９９０（健康課予防係☎内線３１６１）

●利用料金（経過措置として多目的ホール以外の会議室などは、10 月１日（木）から来年３月 31 日（水）

まで利用料金の徴収は行いません）

施設区分
午前

（午前９時～正午）

午後

（午後１時～ 5時）

夜間

（午後５時～９時）定員

２階
機能訓練運動実習室 20 人 2,640 円 3,520 円 3,520 円

会議室 201 24 人 990 円 1,320 円 1,320 円

３階

会議室 301・302
301：22 人

302：  ８人
990 円 1,320 円 1,320 円

会議室 303・304・305 各 36 人 1,320 円 1,760 円 1,760 円

栄養指導調理実習室 30 人 3,300 円 4,400 円 4,400 円

４階 多目的ホール 150 人 5,500 円 6,600 円 7,700 円

※利用料金が変更になる場合　①入場料などを徴収する場合は規定利用料の２倍の金額／②市民以外の者が使用す

る場合は規定利用料の２倍の金額／③前述①②の両方に該当する場合は規定利用料の３倍の金額

※利用者と用途により、利用料金を減免できる場合があります
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各番号（７桁）を市ＨＰ「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます1234567 

1001585

5


